
第２回

福井県管理河川嶺北ブロック減災対策協議会



H29.6.14 第1回協議会
・協議会の趣旨・規約の制定

・現状の水害リスク情報や取組状況の共有

H29.8.24 第1回幹事会
・現状の取組状況と課題の共有

・減災のための取組内容の検討

H29.11.24 第２回幹事会
・取組方針（案）の作成

・大規模氾濫減災協議会（改正水防法に基づく法定協議会）へ
の移行に向けた規約改正の検討

H29.12.21 第２回協議会
・取組方針の策定 ← 今回

取組方針の策定までの流れ

資料１



「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく

福井県管理河川 嶺北ブロックの

減災に係る取組方針（案）

資料２説明資料
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１．はじめに

２．本協議会の構成員

３．現状と課題

４．減災のための目標

５．取組内容

６．フォローアップ
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取組方針（案）の構成



１．はじめに

協議会設立の背景等を記載

２．本協議会の構成員

嶺北ブロックの１１市町、気象台、近畿地整、
福井県の構成員を記載
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３．現状と課題

①情報伝達、避難計画等に関する事項

4

項　目 現　　　　　状 課　　　　題
課題の
整理番号

避難勧告等の発令
基準

○地域防災計画に具体的な避難勧告等の発令基準を明記している。 ●関係機関の防災対応について、相互の対応が十分理解していない
　懸念がある。
●的確な防災情報が適切なタイミングで伝達できるか懸念がある。 Ａ

住民等への情報伝
達体制

○洪水の危険度レベルに応じて氾濫警戒情報の発表等の洪水予報を
　実施している。
○防災行政無線、防災メール、ＳＮＳ、報道機関への情報提供により
　防災情報を伝達している。
○雨量、河川水位、河川監視カメラ映像等の情報ををＨＰ等でリアル
　タイムに提供している。
○災害発生の恐れがある場合の首長とのホットラインを構築している。

●洪水予報の情報に対する対応が住民には十分認知されていない。
●メールやＳＮＳによる情報入手が一部の利用者に留まっている。

Ｂ

避難誘導体制

○指定避難所の表示板を設置している。
○災害発生の恐れがある場合には、避難所を早期に開設している。
○避難行動要支援者名簿を作成している。

●避難確保計画の作成や避難訓練の実施を行っている要配慮者利用
　施設が少ない。
●避難先が当該市町内の避難所のみとなっている。

Ｃ

想定される浸水リ
スクの周知

○嶺北ブロック県管理河川の洪水予報河川および水位周知河川の
　13河川において計画規模の降雨による洪水浸水想定区域図を公表
　している。
○計画規模の降雨を対象としたハザードマップを公表している。

●計画規模の降雨を超えた時の浸水想定区域が分からない。

Ｄ

避難に関する啓発
活動

○防災に関する出前講座やパネル展などによる啓発活動を実施して
　いる。

●住民の水防災意識が十分でないため、小さい時からの意識醸成が
　必要である。 Ｅ

河川水位等に係る
情報の提供

○基準地点の観測箇所では水位計を設置し情報をＨＰ等で公開して
　いる。

●基準地点の観測箇所以外の河川水位がわからない。
Ｆ

堤防等河川管理施
設の現状の整備状
況

○堤防の高さや幅、断面が不足している河川について、改修を実施
　している。

●河川改修には時間、費用を要する。

Ｇ



３．現状と課題

項 目 現     状 課     題 
課題の 

整理番号

水防体制 

○堤防の決壊や漏水等、洪水等に際して水防上特に注意を要する箇

所を重要水防箇所として定めている。 

○水防資機材の備蓄を行っている。 

○県内の全市町で水防団が組織されている。 

○自主防災組織の立ち上げ補助や育成を行っている。 

○自主防災組織への資機材の補助を行っている。 

●重要水防箇所に関する情報共有が不十分である。 

●水防資機材の数量把握が不十分である。 

●水防団の構成員が高齢化している。 

●自主防災組織の組織率を上げていく必要がある。 

●水防団の出動・初動体制が混乱している。 

Ｈ 

水害に対する庁

舎等の機能確保 

○非常用発電設備等を配備している。 ●浸水で受電設備の停電、非常用発電設備が使用できない懸念

がある。 
Ｉ 

②水防に関する事項

③氾濫水の排水等に関する事項

④災害復旧の支援に関する事項

項 目 現     状 課     題 
課題の 

整理番号

氾濫水の排水活

動 

○氾濫水の排水について、排水ポンプ車等による実施体制を構築し

ている。 

●排水ポンプ車等の出動実績が少なく、作業開始までに時間が

かかる懸念がある。 Ｊ 

項 目 現     状 課     題 
課題の 

整理番号

災害復旧事業の

支援・助言 

○市町では災害復旧を担う技術職員、災害復旧の経験のある職員が

少ない。 

●災害時の業務量が膨大となり、対応が困難となることが懸念

される。 Ｋ 

５



４．減災のための目標

嶺北ブロックの県管理河川で発生し得る大規模水害に対し、
「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を目指し、

（１）円滑かつ迅速な避難

（２）的確な水防活動の実施

（３）一刻も早い復旧

の実施を目標とする。

■５年間で達成すべき減災のための目標

※大規模水害・・・想定し得る最大規模降雨に伴う洪水氾濫による被害

※逃げ遅れ・・・避難が遅れ孤立した状態。

※社会経済被害の最小化・・・大規模水害による社会経済被害を軽減し、早期に社会経済活動を再開できる状態
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ｆ．洪水を安全に流す対策
f１ 河川改修の推進
f２ 浚渫、伐木

ｇ．危機管理型ハード対策(堤防決壊までの時間を少しでも延ばす工夫）
g１ 堤防天端舗装

（２）的確な水防活動のための取り組み
①水防活動の効率化および水防体制強化に関する事項
ｈ．水防活動支援のための情報共有
h１ 重要水防箇所の情報共有と関係市町との共同点検の実施

ｉ．水防体制の強化
ｉ１ 水防資機材の備蓄等の確認
ｉ２ 水防団員や消防団員の募集の強化
ｉ３ 自主防災組織の活用・強化（組織の育成や立ち上げサポート等）
ｉ４ 水防訓練の実施による連絡体制の強化・確認

（タイムラインの活用も検討）

②市町庁舎等の自衛水防の推進に関する事項
ｊ．洪水時の庁舎等の機能確保のための対策の充実
ｊ１ 庁舎受電設備、非常用発電設備等の浸水対策

（３）一刻も早い復旧のための取り組み
ｋ．排水活動等の強化
k1 排水ポンプ車等を用いた排水訓練の実施

ｌ．災害復旧に対する支援の強化
ｌ１ 福井県災害復旧アドバイザー派遣制度の活用・支援
ｌ２ 大規模災害発生時の緊急災害対策派遣隊
（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の活用

５．取組内容

（１）円滑かつ迅速な避難のための取り組み
①情報伝達、避難計画に関する事項
ａ．避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成・活用等
ａ１ 避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成
ａ２ タイムラインの検証と改善（更新）
ａ３ 関係者の役割分担をより明確にしたタイムラインの作成
ａ４ タイムラインの作成支援

ｂ．避難行動のための情報発信等
ｂ１ 防災行政無線の活用推進のための検討・促進
ｂ２ 防災メール、ＳＮＳの利用登録促進
ｂ３ 雨量、河川水位、河川監視カメラ映像などの情報を提供（配信）
および住民利用促進のための周知・啓発

ｂ４ 氾濫の危険性や切迫度がより伝わるよう洪水予報文の改良と運用
b５ 洪水危険度分布および予測値の利活用促進
b６ 災害発生のおそれがある場合の首長とのホットラインによる
国、県と市町の情報共有

b７ 要配慮者利用施設の避難確保計画作成および避難訓練
実施の促進支援

②平時からの住民等への周知・教育・訓練関する事項
ｃ．ハザードマップの作成･周知等
c１ 想定最大規模の降雨を対象とした浸水想定区域図等の作成
c２ 想定最大規模の降雨を対象としたハザードマップへの更新・周知
c３ 市町を超えた広域避難計画の検討

ｄ．防災に関する啓発活動、水害（防災）教育の拡充
d１ 小中学校や地域住民への防災に関する出前講座やパネル展の実施

③円滑かつ迅速な避難に資する施設整備に関する事項
ｅ．避難行動、水防活動に資する施設等の整備
e１ 早期の避難勧告等の発令判断や水防活動を支援するため、
水位計・量水標、河川監視カメラ設置の検討と情報共有

e２ 水位周知河川等の見直し
e３ 氾濫危険水位等の基準水位の見直し

課題対応 Ｆ

課題対応 Ａ

課題対応 Ｃ

課題対応 Ｂ

課題対応 Ｄ

課題対応 Ｇ

課題対応 E

課題対応 Ｉ

課題対応 Ｈ

課題対応 Ｊ

課題対応 Ｋ
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ａ． 避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成・活用等 課題対応

8

Ａ

福井河川国道事務所 住民等福井市気象・水象情報

水防団待機水位到達
中角水位観測所（水位５．０m）

水防警報（待機・準備）

氾濫注意水位到達
中角水位観測所（水位７．５m）

洪水予報（氾濫注意情報）

氾濫危険水位到達
中角水位観測所（水位９．１m）

水防警報（出動） 第三次防災体制

第四次防災体制

第五次防災体制 福井市避難勧告

福井市避難準備情報

○避難所開設の準備

堤防天端水位到達・越流 福井市避難指示 避難完了

要配慮者避難開始

◇台風情報第３号

氾濫発生

※本タイムラインは九頭竜川洪水予報区間の福井市の区間（左岸7.4k～22.9k、23.8k～26.4k付近右岸12.1k～23.0、25.3k～25.6k付近）を対象としています。
※避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）（内閣府：平成26年4月）を参考に作成。また、都道府県からの情報もあるが、割愛している。

○避難が必要な状況が
夜間・早朝の場合は、避
難準備情報の発令判断

○必要に応じ、助言の要請

○施設（ダム・水門・排水機場等）の点検・操作確認

○管理職の配置

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○災害対応職員の配置
○要配慮者施設、地下街、大
規模事業者に洪水予報伝達

○災害対策機械の派遣要請

◇台風情報第１号 -39h

0h

11h

◇台風情報第８号

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保
○協力機関の体制確認

○出水時点検（巡視）

14h

○テレビ、ラジオ、インターネット等に
よる気象警報等の確認

○防災無線、携帯メール等による大
雨や河川の状況を確認

○テレビ、インターネット、携帯メール
等による大雨や河川の状況を確認○水門、樋門、排水機場等の操作

○自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避
難ルートの確認

避難解除

※台風上陸

◇台風情報第７号

○災害・避難カードの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風情報第２号

◇大雨洪水注意報発表（継続）：大
雨洪水警報の予告

◇台風情報第４号

【第二警戒体制】

○水防団等との情報伝達

-8h

○ホットライン

避難判断水位到達
中角水位観測所（水位８．５m）

第一次防災体制◇大雨・洪水注意報

◇台風情報第５号

◇台風情報第６号
第二次防災体制◇大雨洪水警報

【注意体制】

○休校の判断、体制の確認等

◇台風予報 -72h

※時間軸については、
昭和50年9月台風6号を
引きのばして想定してお
り、実際の気象状況や
台風のコースにより異な
ります。

※気象・水象情報に関する発表等の
タイミングについては、地域・事象に
よって、異なります。

○パトロール

○災害対策本部設置

○対応の記録

○ポンプ設置業者等への指示

○高水流観の準備

【第一警戒体制】

○洪水予報の準備・調整○福井地方気象台

○リエゾン体制の確認（調整）

最終的な危険回避行動

○水防警報（指示）○CCTVによる監視強化

○応援体制の確認・要請（防災エキスパート等）
○水位予測(3時間毎・正時毎) ○水防活動報告

洪水予報（氾濫警戒情報）

○ホットライン

○リエゾンの派遣（調整）

○ホットライン（水位情報、現象の予測） ○首長若しくは代理者の登庁 ○危機情報センター設置

○避難所開設

洪水予報（氾濫危険情報）

【非常体制】

○水閘樋門操作員の退避検討
○水位実況報告

○ホットライン
○決壊した場合に備えた準備
・協定業者への派遣依頼 ・はん濫想定の用意
・記者発表の準備等

○ホットライン（水位情報、現象の予測）

洪水予報（氾濫発生情報）

緊急復旧、堤防調査委員会設置

○災害対策機械の派遣
○被害状況の把握
（ヘリコプター等による迅速な状況把握）

○TEC-FORCEの活動
○被害状況・調査結果等の公表

○ホットライン（決壊、氾濫）

○記者発表（決壊・はん濫）

○避難の準備
（要配慮者以外）

○防災無線、携帯メー
ル等による避難指
示・避難勧告の受信

避難勧告等に着目したタイムラインの例

ａ１ 避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成 【H29年度：市町】

ａ２ タイムラインの検証と改善 【H30年度から実施：市町】

ａ３ 関係者の役割分担をより明確にしたタイムラインの改良 【H33年度：市町】

ａ４ タイムラインの作成支援 【H29年度から実施：近畿地整、福井県、気象台】

ａ．避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成・活用等

（１）円滑かつ迅速な避難のための取り組み ①情報伝達、避難計画に関する事項

課題対応 Ａ



ｂ．避難行動のための情報発信等 課題対応 Ｂ

福井市HPより
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洪水危険度分布および予測値（気象台）

ｂ１ 防災行政無線の活用推進のための検討・促進 【平成32年度：市町】

ｂ２ 防災メール、ＳＮＳの利用登録促進 【引き続き実施：市町、近畿地整、福井県】

ｂ３ 雨量、河川水位、河川監視カメラ映像などの情報を提供(配信)
および住民利用促進のための周知・啓発 【引き続き実施：気象台、近畿地整、福井県】

ｂ４ 氾濫の危険性や切迫度がより伝わるよう洪水予報文の改良と
運用 【引き続き実施：気象台、近畿地整、福井県】

ｂ５ 洪水危険度分布および予測値の利活用促進 【引き続き実施：市町、気象台】

ｂ６ 災害発生のおそれがある場合の首長とのホットラインによる国、
県と市町の情報共有 【引き続き実施：市町、気象台、近畿地整、福井県】

6時間先までの予測値12時間前までの実況値

福井県河川砂防総合情報システム
(雨量、河川水位、河川監視カメラ映像の提供）

ｂ．避難行動のための情報発信等

（１）円滑かつ迅速な避難のための取り組み ①情報伝達、避難計画に関する事項

課題対応 Ｂ
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ｂ７ 要配慮者利用施設の避難計画作成および避難訓練実施の支援 【H33年度：市町】

課題対応 Ｃ

ｂ．避難行動のための情報発信等

（１）円滑かつ迅速な避難のための取り組み ①情報伝達、避難計画に関する事項

課題対応 Ｃ



課題対応

11

Ｄ

参考：足羽川（下流部）計画規模の浸水想定区域図 参考：計画規模のハザードマップの例【鯖江町】

ｃ１ 想定最大規模の降雨を対象とした浸水想定区域図等の作成 【H31年度：福井県】

ｃ２ 想定最大規模の降雨を対象としたハザードマップへの更新・周知 【H33年度：市町】

ｃ３ 市町を越えた広域避難計画の検討 【H33年度：市町】

ｃ．ハザードマップの作成･周知等

（１）円滑かつ迅速な避難のための取り組み ②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

課題対応 Ｄ
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中学校の出前講座 地域住民への防災研修会（鯖江市）

地域住民への防災研修会（大野市）

ｄ１ 小中学校や地域住民への防災に関する出前講座やパネル展の実施 【引き続き実施：協議会全体】

防災に関するパネル展(県庁)

ｄ．防災に関する啓発活動、水害(防災）教育の拡充 課題対応 Ｅ

（１）円滑かつ迅速な避難のための取り組み ②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項



凡例

国土交通省　管理区域

福井県　管理区域

赤根川

清滝川

笙の川

竹田川

江端川

荒川

足羽川

日野川

天王川

吉野瀬川

浅水川

鞍谷川

兵庫川

九頭竜川

耳川

鰣川

南川 遠敷川

佐分利川

関屋川

北川

九頭竜川

日野川

遠敷川

福井県水防警報区域図

13

ｅ１ 早期の避難勧告等の発令判断や水防活動を支援するため、

水位計・量水標、河川監視カメラ設置の検討と情報共有 【引き続き実施：福井県】

ｅ２ 水位周知河川等の見直し 【H33年度：福井県】

ｅ３ 氾濫危険水位等の基準水位の見直し 【H33年度：福井県】

量水標

河川監視カメラ
簡易水位計

嶺北地域の洪水予報河川、水位周知河川

嶺北地域県管理河川
・洪水予報河川
足羽川、日野川、竹田川

・水位周知河川
九頭竜川、日野川、足羽川、兵庫川、荒川、赤根川、
清滝川、江端川、天王川、浅水川、鞍谷川、吉野瀬川

ｅ．避難行動、水防活動に資する施設等の整備 課題対応 Ｆ

（１）円滑かつ迅速な避難のための取り組み ③円滑かつ迅速な避難に資する施設整備に関する事項
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課題対応 Ｇ

河川改修(計画掘削）のイメージ

洪水を安全に流せるよう、河道を掘り下げたり、広げます。

ｆ１ 河川改修の推進 【引き続き実施：福井県】

ｆ２ 浚渫、伐木 【引き続き実施：福井県】

（平成２８年度） （平成２８年度）

河道内の浚渫の例(一級河川 赤根川）

着手前 着手後

着手前 着手後

河道内の伐木の例(一級河川 足羽川）

ｆ．洪水を安全に流す対策 課題対応 Ｇ

（１）円滑かつ迅速な避難のための取り組み ③円滑かつ迅速な避難に資する施設整備に関する事項



ｇ．危機管理型ハード対策(堤防決壊までの時間を少しでも引き延ばす工夫) 課題対応 Ｇ

出典：国土交通省 資料より

ｇ1 堤防天端舗装 【引き続き実施：福井県】

堤防天端舗装のイメージ

１５

（１）円滑かつ迅速な避難のための取り組み ③円滑かつ迅速な避難に資する施設整備に関する事項
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ｈ１ 重要水防箇所の情報共有と県関係市町との共同点検の実施 【H30年度から実施：市町、福井県】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

重要水防箇所一覧表

－福井 七瀬川 3,100 －
左    3,100

－福井 志津川 11,200 －
右    4,500

左    6,700

－福井 天王川 1,400 －
左    1,400

福井 江端川 1,600 －
右    　800

左    　800
－

－

丹南 鞍谷川 450 －
左　　　450

－

丹南 鞍谷川 550 －
右      150

左      400

－

丹南 足羽川 400 －
右　　　400

－

丹南 服部川 1,000 －
右      500

左      500

2,600 －
右    1,300

左    1,300
－

－

丹南 天王川 400 －
右      200

左      200
－

丹南 吉野瀬川 11,700 －
右    5,850

左    5,850

丹南 服部川

－

奥越 大蓮寺川 3,000
右    1,500

左    1,500
－ －

奥越 畝見川 2,000
右    1,000

左    1,000
－

－

奥越 九頭竜川 3,300 －
右    3,000

左      300
－

奥越 日詰川 1,400
右      700

左      700
－

－

奥越 赤根川 8,400
右    4,200

左    4,200
－ －

奥越 清滝川 5,200
右    2,600

左    2,600
－

－

三国 北潟湖 1,230 －
右    1,230

－

三国 北潟湖 988 －
左　　　988

－

三国 兵庫川 22,200
右  11,100

左  11,100
－ －

三国 竹田川 830

右      540

左        90

左      200

－

－

三国 竹田川 14,900
右    7,900

左    7,000
－ －

福井 足羽川 700 －
右　　　700

－

福井 足羽川 780 －
左　　　780

－

福井 足羽川 910
右　　　260 右　　　650

－

福井 足羽川 14,000
右    7,000

左    7,000
－ －

要注意区間

－

福井 足羽川 19,400 －
右    9,900

左    9,500

福井 日野川 4,290 －
右　　　490

左　　3,800

番

号
土木名 河川名 延長(m)

重　　要　　度

BA

右　850

左　960
丹南 吉野瀬川放水路 1,810 － －

ｈ．水防活動支援のための情報共有 課題対応 Ｈ

（２）的確な水防活動のための取り組み ①水防活動の効率化および水防体制強化に関する事項

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

重要水防箇所一覧表

－
丹南

(鯖・丹)
織田川 2,400 －

右    1,200

左    1,200

合計 185,388 81,090 102,488 1,810

右  40,600

左  40,490

右  47,070

左  55,418

右   850

左　 960

－

丹南

(鯖・丹)
天王川 7,600 －

右    3,700

左    3,900
－

丹南

(鯖・丹)
天王川 500 －

左　　　500

－丹南 大塩谷川 2,800 －
右    1,400

左    1,400

A B

番

号
土木名 河川名 延長(m)

重　　要　　度
要注意区間

－

右    1,300

左    1,300
－ －

右    5,300

左    5,300
－

丹南

(鯖・丹)
天神川 2,600

丹南

(鯖・丹)
和田川 10,600

－

丹南

(鯖・丹)
河和田川 4,000

右    1,500

左    2,500
－ －

丹南

(鯖・丹)
吉野瀬川 1,800

右    1,000

左      800
－

－

丹南

(鯖・丹)
河和田川 500

左      500
－ －

丹南

(鯖・丹)
鞍谷川 7,200 －

右    3,050

左    4,150

－

丹南

(鯖・丹)
浅水川 1,400 －

右      700

左      700
－

丹南

(鯖・丹)
浅水川 3,100 －

右    1,500

左    1,600

丹南

(鯖・丹)
浅水川 1,150 －

右      550

左      600
－

重要水防箇所



ｉ．水防体制の強化

ｉ１ 水防資機材の備蓄等の確認 【引き続き実施：市町、福井県】

ｉ２ 水防団員や消防団員の募集の強化 【引き続き実施：協議会全体】

ｉ３ 自主防災組織の活用、強化(組織の育成や立ち上げサポート等) 【引き続き実施：協議会全体】

ｉ４ 水防訓練の実施による連絡体制の強化・確認(タイムラインの活用も検討）
【H30年度から実施：協議会全体】

水防資機材の備蓄等確認

水防団員、消防団員募集(県ＨＰより） １７

課題対応 Ｈ

（２）的確な水防活動のための取り組み ①水防活動の効率化および水防体制強化に関する事項

消防と中学生の水防訓練(鯖江市） 水防訓練(大野市)

消防団水防訓練(福井市)



ｊ．洪水時の庁舎等の機能確保のための対策の充実

ｊ１ 庁舎受電設備、非常用発電設備等の浸水対策 【H33年度：市町】

１８

課題対応 Ｉ

（２）的確な水防活動のための取り組み ②市町庁舎等の自衛水防の推進に関する事項

非常用発電設備を浸水対策のため、屋上に設置（鯖江市）

受電設備、非常用発電設備を浸水対策のため、周辺より高い位置に
設置（南越前町）

庁舎建替えに合わせ、受電設備、非常用発電設備を３Ｆに設置(大野市）

受電設備設置
場所（３Ｆ）

非常用発電設備設
置場所（３Ｆ）



ｋ．排水活動等の強化

ｋ１ 排水ポンプ車等を用いた排水訓練の実施 【引き続き実施：福井県】

福井県排水ポンプ車

排水ポンプ車 運用例

排水ポンプ車の水防訓練状況

１９

課題対応 Ｊ

（３）一刻も早い復旧のための取り組み



ｌ．災害復旧に対する支援の強化

ｌ１ 福井県災害復旧アドバイザー派遣制度の活用・支援 【引き続き実施：市町、福井県】

ｌ２ 大規模災害発生時に緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の活用 【引き続き実施：市町、福井県】

２０

課題対応 Ｋ

（３）一刻も早い復旧のための取り組み



６．フォローアップ

○毎年、本協議会を開催し、取組方針に基づく取組の

実施状況を確認・共有する。

○必要に応じて取組内容を見直すなど、協議会として

取組内容の点検・改善を行う。

２１



第２回

福井県管理河川嶺北ブロック減災対策協議会


